
令和６年度岡山県呼吸器感染症予防週間実施要領 

 

１ 趣  旨 

     感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

では、地方公共団体の責務として、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知

識の普及等、必要な措置を講ずるように努めなければならない旨が規定されている。 

 今般の呼吸器感染症は、日本のみならず全世界に及び重大な課題である。呼吸器感染症全

般についての適切な情報の公表や正しい知識の普及等を行い、社会全体で共通の課題に取り

組む必要がある。そのため、これまで結核予防週間事業で培ってきた成果を生かすために、

令和６年度から結核予防週間と同時期に「呼吸器感染症予防週間」を設定し、呼吸器疾患な

どの感染症について積極的な普及啓発活動を行い、呼吸器感染症全般に対する予防対策の一

層の推進を図ることとする。 

  

２ 主  催 

   岡山県、岡山市、倉敷市、岡山県教育委員会、岡山県市長会、岡山県町村会、 

（公社）岡山県医師会、岡山県愛育委員連合会、（公財）岡山県健康づくり財団 

 

３ 後援  

  （一社）岡山県病院協会、（公社）岡山県看護協会、（公社）岡山県診療放射線技師会、 

（一社）岡山県臨床検査技師会、（一社）岡山県労働基準協会、岡山県栄養改善協議会、 

岡山県環境衛生協会、岡山県学校保健会、岡山県小児保健協会、岡山労働局、 

岡山県国民健康保険団体連合会、（一財）岡山県社会保険協会、 

（公財）岡山県生活衛生営業指導センター、（公財）岡山県老人クラブ連合会 

 

４ 実施期間 

    令和６年９月２４日（火）～９月３０日（月） 

 

５ 重点目標 

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症や細菌性肺炎などの呼吸器感染症（以下、 

「呼吸器感染症」という。）に対する正しい理解を得るため、地域の団体組織などを通じて、 

より一層の普及啓発を図る。 

なお、同じ時期に実施する「結核予防週間」と効果的に連携し、感染症全般のより一層の普 

及啓発を図る。 

 

６ 呼吸器感染症予防週間中の標語 

  『予防しよう 身近な呼吸器感染症』 

 

７ 実施行事等 

 （１）啓発資材の配付 

     （公財）結核予防会が作成するポスター・リーフレット等を関係機関に配布し、呼吸器 

感染症予防週間の周知を図る。 



 （２）諸集会の開催 

      結核等予防活動を進める愛育委員、市町村職員等を対象に、この週間を契機として、 

      研修会等を地域で実施するとともに、一般の人々の集まる機会をとらえて、リーフレッ 

ト等を用いて啓発活動を行う。 

 （３）児童・生徒への呼吸器感染症の知識の普及 

      県内の小中学校、高等学校において学校行事や学級指導等を通じて児童・生徒に対し呼 

吸器感染症の正しい知識の普及を行う。 

 （４）マスメディアによる普及啓発活動 

      ラジオや広報紙等を活用して、広く県民に対し呼吸器感染症予防週間の周知や呼吸器感 

染症の正しい知識の普及を行う。 

 

８ 週間中に用いる資材 

 （１）ポスター 

 （２）受診勧奨パンフレット 等 

  


